
亀 山 市 告 示 第 １ １ ８ 号  

 亀 山 市 空 き 家 対 策 総 合 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 を 次 の よ う に 定 め

る 。  

  令 和 ２ 年 ６ 月 ４ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

   亀 山 市 空 き 家 対 策 総 合 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 告 示 は 、 特 定 空 家 等 の 除 却 に 必 要 な 費 用 の 一 部 を 補 助

す る こ と に よ り 、 特 定 空 家 等 の 適 切 な 管 理 を 推 進 し 、 地 域 住 民 の

生 命 、 身 体 及 び 財 産 の 保 護 並 び に 生 活 環 境 の 保 全 を 図 る こ と を 目

的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 告 示 に お い て 「 特 定 空 家 等 」 と は 、 空 家 等 対 策 の 推 進

に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 ２ ６ 年 法 律 第 １ ２ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項

に 規 定 す る 特 定 空 家 等 で 、 亀 山 市 空 家 等 対 策 の 推 進 に 関 す る 条 例

（ 平 成 ２ ８ 年 亀 山 市 条 例 第 ２ ４ 号 ） 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 市 長 が 認

定 し た も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 名 称 ）  

第 ３ 条  こ の 告 示 に よ り 交 付 す る 補 助 金 の 名 称 は 、 亀 山 市 空 き 家 対

策 総 合 支 援 事 業 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） と い う 。  

（ 補 助 金 の 交 付 対 象 者 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 者 は 、 市 内 に 存 す る 特 定 空 家 等 の 所 有 者

又 は 管 理 者 で 、 当 該 特 定 空 家 等 を 除 却 し よ う と す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 町 村 税 又 は 次 の 各 号 の い

ず れ か の 市 の 歳 入 を 滞 納 し て い る 者 を 補 助 金 の 交 付 対 象 者 と し な

い こ と が で き る 。  

（ １ ） 亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例（平成２７

年 亀 山 市 条 例 第 １ 号 ） 及 び 亀 山 市 認 定 こ ど も 園 条 例 （ 平 成 ２ ７



年 亀 山 市 条 例 第 ３ ０ 号 ） に 規 定 す る 利 用 者 負 担 額 等  

（ ２ ） 亀 山 市 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第

１ ２ ４ 号 ） に 規 定 す る 使 用 料  

（ ３ ） 亀 山 市 営 住 宅 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ３ ５ 号 ） に 規

定 す る 家 賃  

（ ４ ） 亀 山 市 公 共 下 水 道 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ３ １ 号 ）

に 規 定 す る 使 用 料  

（ ５ ） 亀 山 市 公 共 下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ８ 年

亀 山 市 条 例 第 ３ ４ 号 ） に 規 定 す る 負 担 金 等  

（ ６ ） 亀 山 市 立 幼 稚 園 利 用 者 負 担 額 の 徴 収 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ７

年 亀 山 市 条 例 第 ２ 号 ） に 規 定 す る 利 用 者 負 担 額  

 （ 補 助 対 象 工 事 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 工 事 （ 以 下 「 補 助 対 象 工 事 」 と

い う 。 ） は 、 特 定 空 家 等 の 解 体 及 び 撤 去 に 係 る 工 事 （ 以 下 「 除 却

工 事 」 と い う 。 ） と す る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 除 却 工 事 に 要 す る

費 用 は 、 対 象 と し な い も の と す る 。  

（ １ ） 特 定 空 家 等 の 一 部 に つ い て 解 体 及 び 撤 去 を 行 う 工 事  

（ ２ ） 他 の 公 的 な 制 度 に よ る 補 助 金 等 の 支 給 を 受 け て い る 工 事  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 額 は 、 補 助 対 象 工 事 に 要 す る 費 用 と 当 該 補 助 対 象

工 事 に 係 る 特 定 空 家 等 の 延 べ 面 積 に 次 の 各 号 に 定 め る 区 分 に 応 じ 、

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 を 乗 じ て 得 た 額 を 比 較 し て 、 い ず れ

か 少 な い 額 に １ ０ 分 の ８ を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に １ ， ０ ０ ０ 円

未 満 の 端 数 が あ る 場 合 は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。 た

だ し 、 そ の 額 が ４ ０ ０ 万 円 を 超 え る と き は 、 ４ ０ ０ 万 円 す る 。  

（ １ ） 木 造  当 該 年 度 の 国 の 住 宅 局 所 管 事 業 に 係 る 標 準 建 設 費 等 の

通 知 （ 公 営 住 宅 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 １ ９ ３ 号 ） 、 住 宅 地 区 改

良 法 （ 昭 和 ３ ５ 年 法 律 第 ８ ４ 号 ） 等 の 規 定 に よ る 住 宅 局 所 管 事

業 に つ い て の 国 の 補 助 金 額 の 算 定 の 基 準 と な る 国 土 交 通 大 臣 の  

定 め る 標 準 建 設 費 そ の 他 の 額 を 定 め る 通 知 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）



に お け る 、 木 造 の １ 平 方 メ ー ト ル 当 た り の 除 却 工 事 費  

（ ２ ） 非 木 造  当 該 年 度 の 国 の 住 宅 局 所 管 事 業 に 係 る 標 準 建 設 費 等

の 通 知 に お け る 、 非 木 造 の １ 平 方 メ ー ト ル 当 た り の 除 却 工 事 費  

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ７ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 交 付 申 請 者 」 と

い う 。 ） は 、 補 助 対 象 工 事 の 着 手 前 に 亀 山 市 空 き 家 対 策 総 合 支 援

事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 必 要 な 書 類 を 添 付 し て 、

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 除 却 工 事 の 同 意 ）  

第 ８ 条  交 付 申 請 者 は 、 当 該 申 請 に 係 る 特 定 空 家 等 に つ い て 交 付 申

請 者 以 外 の 者 で 所 有 権 そ の 他 の 権 利 を 有 す る も の が あ る と き は 、

当 該 申 請 に 係 る 除 却 工 事 に つ い て 、 こ れ ら の 者 の 全 て の 同 意 を 得

な け れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 代 理 受 領 ）  

第 ９ 条  交 付 申 請 者 は 、 補 助 対 象 工 事 を 行 う 業 者 に 補 助 金 の 代 理 受

領 を さ せ る と き は 、 亀 山 市 空 き 家 対 策 総 合 支 援 事 業 補 助 金 代 理 受

領 届 出 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  交 付 申 請 者 は 、 補 助 金 の 代 理 受 領 を 中 止 す る と き は 、 第 １ １ 条

の 規 定 に よ る 実 績 報 告 書 の 提 出 ま で に 亀 山 市 空 き 家 対 策 総 合 支 援

事 業 補 助 金 代 理 受 領 届 出 取 下 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

 （ 補 助 金 の 交 付 決 定 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の

内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し 、 交

付 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 交 付 の 決 定 に 必 要 な 条 件 を 付 す こ と

が で き る 。  

 （ 実 績 報 告 ）  

第 １ １ 条  補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 は 、 補 助 対 象 工 事 が 完 了

し た と き は 、 亀 山 市 空 き 家 対 策 総 合 支 援 事 業 補 助 金 完 了 実 績 報 告



書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に 必 要 な 書 類 を 添 付 し て 、 市 長 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

２  補 助 対 象 工 事 を 行 う 業 者 は 、 代 理 受 領 に よ り 補 助 金 を 受 領 し よ

う と す る と き は 、 亀 山 市 空 き 家 対 策 総 合 支 援 事 業 内 訳 報 告 書 （ 様

式 第 ５ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  前２項の報告書は、補助対象工事が完了した日から起算して３０

日 を 経 過 し た 日 又 は 補 助 対 象 工 事 が 完 了 し た 日 の 属 す る 年 度 の ３

月 末 日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 取 消 し 等 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 が 、 亀 山 市 補 助

金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 規 則 第 ３ ２ 号 ） に 定 め る も の の

ほ か 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 補 助 金 の 交 付 の 決

定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

（ １ ） こ の 告 示 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

（ ２ ） 第 １ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 付 し た 条 件 に 違 反 し た と き 。  

（ ３ ） 前 ２ 号 に 掲 げ る と き の ほ か 、 市 長 が 不 適 当 と 認 め た と き 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ３ 条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め

る 。  

附  則  

 こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  



様式第１号（第７条関係） 

 

亀山市空き家対策総合支援事業補助金交付申請書 

 

                                                    年  月  日 

亀山市長        様 

                                                  申請者 

住 所 

氏 名              ㊞ 

電話番号 

 

亀山市空き家対策総合支援事業補助金交付要綱第７条の規定により、亀山市空き家対策総合支援

事業補助金を交付されたく、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

特
定
空
家
等
の
概
要 

所在地  亀山市 

特定空家等
の種類 

 専用住宅  併用住宅  共同住宅  長屋住宅 

建築年次       年    月 

階数            階 延床面積             ㎡ 

 

工

事

費

等 

予定工期  年  月  日 ～  年  月  日 

Ａ：補助対象工事に要する費用 円 

Ｂ：国の住宅局所管事業に係る標準 
建設費から算出した除却工事費 

円 

Ｃ：補助対象工事費 
  (Ａ・Ｂの低い方の額) 

円 

Ｄ：補助申請額（Ｃ×８／１０） 円 

 

添付書類 

・位置図及び現況写真 

・所有権が確認できる書類 

・申請者以外に所有権その他の権利を有する者がいる場合は、これらの者（全員）が除却工事に

同意していることを証する書類 

・補助対象工事の請負契約書又は請書の写し 

（補助金を工事業者に代理受領させる場合は、申請者が、補助対象工事に要する費用から補助金額を差し引い

た金額を工事業者へ支払うことを記載しておくこと。） 

 

 



様式第２号(第９条関係) 

 

亀山市空き家対策総合支援事業補助金代理受領届出書 

 

年   月   日 

 

  亀山市長       様 

 

                       住 所 

              申請者(委任者) 氏 名            ○印  

                       電話番号 

 

 亀山市空き家対策総合支援事業補助金（以下「補助金」といいます。）の受領を補助

対象工事を行う業者（以下「工事業者」といいます。）に委任するので、亀山市空き家

対策総合支援事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

  

記 

 

補助対象工事の内容 

特定空家等の所在地 亀山市 

補助対象工事費                  円 

補助申請額                  円 

 

 

  工事業者（受任者） 

   上記補助対象工事に係る補助金の受領権限の委任を受けることについて承諾します。 

住所  

工事業者名 

代表者氏名 

 

                     印 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号(第９条関係) 

 

亀山市空き家対策総合支援事業補助金代理受領届出取下書 

 

年   月   日 

 

  亀山市長       様 

 

                       住 所  

              申請者（委任者）氏 名            ○印  

                       電話番号  

 

    年  月  日に提出しました亀山市空き家対策総合支援事業補助金代理受領

届出書については、亀山市空き家対策総合支援事業補助金交付要綱第９条第２項の規定

により、下記のとおり取り下げます。 

 

記 

 

補助対象工事の内容 

特定空家等の所在地 亀山市 

補助対象工事費                    円 

補助申請額                    円 

取下げ理由 

 

 

工事業者（受任者） 

住所  

工事業者名 

代表者氏名 

 

                      

 



様式第４号(第１１条関係) 

 

亀山市空き家対策総合支援事業補助金完了実績報告書 

 

 

   年   月   日 

 

  亀山市長       様 

 

                    住  所  

              申請者   氏  名            ○印  

                    電話番号  

 

     年  月  日付け亀山市指令亀都第     号で補助金の交付決定を受

けた亀山市空き家対策総合支援事業補助金（以下「補助金」といいます。）に係る除却

工事が完了したので、亀山市空き家対策総合支援事業補助金交付要綱第１１条第１項の

規定により、次のとおり報告します。 

 

  

１ 特定空家等の所在地 亀山市 

２ 特定空家等の種類  専用住宅  併用住宅  共同住宅  長屋住宅 

３ 完了の年月日           年  月  日 

４ 添付書類 

（１）除却工事の領収書の写し 

(補助金の受領を工事業者に委任した場合は、補助対象工事費から補助申請額を差し引いた金

額の領収書の写し) 

（２）除却工事の完了後の写真 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号(第１１条関係) 

 

亀山市空き家対策総合支援事業内訳報告書 

 

年   月   日 

 

  亀山市長       様 

 

                     工事業者名 

              除却工事業者 代表者名            ○印  

                     電話番号  

 

 補助対象工事費から補助金額（交付決定額）を差し引いた金額を受領したので、亀山

市空き家対策総合支援事業補助金交付要綱第１１条第２項の規定により報告します。 

  

記 

 

補助対象除却工事の内容 

特定空家等の所在地 亀山市 

補助対象工事費                     円 

補助金額（交付決定額）                     円 

受領金額 

(補助対象工事費－補助金額) 

 

受領年月日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


